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総合科学技術・イノベーション会議 

第１４０回生命倫理専門調査会 議事概要（案） 

日 時：令和５年８月３０日（水）１０：００～１１：４９ 

場 所：Ｗｅｂｅｘ会議及び内閣府会議室 

  Ｗｅｂｅｘ会議（専門委員、参考人、関係省庁） 

  中央合同庁舎第８号館６階６２３会議室（五十嵐会長、事務局、傍聴） 

出席者：（生命倫理専門調査会専門委員） 

五十嵐隆、磯部哲、小川毅彦、神里彩子、久慈直昭、小門穂、 

深見真紀、藤田みさお、三浦直美、森崎裕子、横野恵、米村滋人、 

渡辺弘司 

（参考人） 

日本産科婦人科学会 徳島大学特命教授 苛原稔 

国立成育医療研究センター理事 松原洋一 

国立成育医療研究センター研究所再生医療センター長 阿久津英憲 

大阪大学大学院医学系研究科教授 加藤和人 

（関係省庁） 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課生命倫理・安全対策室 

安全対策官 畑山貴弘 

厚生労働省大臣官房厚生科学課研究企画官 高江慎一 

厚生労働省健康局難病対策課長 山田章平 

こども家庭庁成育局母子保健課長 木庭愛 

事務局： 井上恵嗣審議官、廣田光恵参事官、大里早貴参事官補佐、大地由記

上席政策調査員 

議 事：１．開 会 

２．議 題 

（１）ヒアリング１ ｉＰＳ細胞等の多能性幹細胞を用いた研究に

関する規制の国際的な状況について

（２）ヒアリング２ ヒト生殖細胞作製研究に関する一般市民を対

象にした意識調査

（３）その他

３．閉 会 
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（配布資料） 

  資 料 １   ｉＰＳ細胞等の多能性幹細胞を用いた研究に関する規制

の国際的な状況について 

  資 料 ２   ヒト生殖細胞作製研究に関する一般市民を対象にした意

識調査 
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議事概要： 

（五十嵐会長）それでは、定刻になりましたので、ただいまから総合科学技術・イノベ

ーション会議第１４０回の生命倫理専門調査会を開催いたします。 

   お暑いところ、構成員の先生方には本日御参集いただきまして、誠にありがとう

ございます。 

   それでは、本日の委員等の出席状況の報告をお願いいたします。 

（廣田参事官）事務局でございます。 

   本日の会議の構成員の御出席の状況について御報告いたします。 

   上山隆大ＣＳＴＩ議員、藤井輝夫ＣＳＴＩ議員から御欠席の御連絡を頂いており

ます。また、構成員の中からは小出先生が御欠席という御連絡を頂いております。 

   なお、米村先生におかれましては、ただいま海外出張中ということで、もしかし

たらうまくは入れないかもしれないというお話を事前に頂いておりまして、現時点

でまだお入りになっておりません。 

   このため現時点では、本日の会議には１６名中１２名が御出席であることを御報

告いたします。 

   本日は、関係学会、日本産科婦人科学会から苛原稔参考人、国立成育研究センタ

ーから松原洋一参考人、阿久津英憲参考人、大阪大学大学院医学系研究科教授、加

藤和人参考人に御出席を頂いております。 

   それと、前回１３９回は持ち回り形式とさせていただきまして、その前の回にな

ります１３８回以降に人事異動等ございましたので、事務局のメンバーが替わって

おります。それについて御報告させていただきます。 

   内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官、前任者である渡邊から後任

の井上恵嗣が参加しております。 

   また、ひと・くらしグループの方で補佐の赤星が異動いたしまして、後任である

大里早貴が今回より参加しております。 

   それでは、それぞれ御挨拶をさせていただきたいと思います。 

（井上審議官）ただいま話がありました審議官の井上恵嗣と申します。 

   渡邊審議官が渡邊統括官に異動になりまして、その際に審議官の所掌につきまし
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ても変化・変更がございまして、私のポストでこの会議の担当をさせていただく形

になりましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

   それで、という最初の挨拶をして申し訳ないんですけれども、実は私、９月１日

付けで大阪大学の方に赴任する形になりまして、担当としての会議出席がこれが最

後になってしまいますけれども、私の後任の審議官の藤吉が引き続き担当させてい

ただきますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

（大里参事官補佐）８月１日付けでこちらの方に着任しました大里と申します。これか

らどうぞよろしくお願いいたします。 

（五十嵐会長）御挨拶、どうもありがとうございました。 

   それでは、事務局から、本日はヒアリングを二つ用意しておりますので、その配

布資料の説明をお願いいたします。 

（廣田参事官）事務局でございます。 

   事前に先生方に送付させていただきました資料の確認をさせていただきます。資

料が２種類となります。 

   資料１といたしまして「ｉＰＳ細胞等の多能性幹細胞を用いた研究に関する規制

の国際的な状況について」、こちらが加藤先生からのヒアリングに関する資料にな

ります。 

   資料２といたしまして「ヒト生殖細胞作製研究に関する一般市民を対象にした意

識調査」、こちらが藤田先生からのヒアリングの資料となります。 

   続きまして、オンライン会議システムについて御説明をさせていただきます。 

   今回もウェビナー形式のＷｅｂｅｘ会議システムを使用しております。画面上は

会議出席者だけが映っておりますが、傍聴者の方々も同じ画面を御覧になっており

ます。 

   御発言は会議出席者のみとなっております。御発言される際は「挙手ボタン」を

押していただきますと、五十嵐会長から順番に指名をさせていただきます。ミュー

トを解除して御発言をお願いいたします。モニター越しに挙手を頂いても結構でご

ざいます。 

   なお、会場のマスコミの皆様方にお知らせいたします。カメラ撮り等につきまし

てはここまでとさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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（五十嵐会長）御説明ありがとうございました。 

   では、議事に入りたいと思います。 

   まず、議題の１です。本日は、参考人として大阪大学医学系研究科の加藤和人教

授からお話を頂くことになっております。資料は１ですね。これを使ってお話を頂

くことになります。 

   それでは、加藤先生、御準備よろしいでしょうか。 

（加藤参考人）はい、よろしくお願いします。こんにちは。 

（五十嵐会長）お願いします。 

（加藤参考人）こちらから資料は共有します。 

（廣田参事官）はい、お願いいたします。 

（加藤参考人）ちょっと待ってくださいね……これで行っていますかね。 

（廣田参事官）はい。 

（五十嵐会長）出ています。 

（廣田参事官）大丈夫です。 

（加藤参考人）はい、出ましたね。 

   生命倫理専門調査会、御無沙汰しております、私も以前専門委員を務めておりま

したので。この度はお呼びいただきましてありがとうございます。 

   タイトルは「多能性幹細胞を用いた研究」ということで、大きなタイトルなんで

すが、具体的にはコロンの後の「ヒト幹細胞から生殖細胞を作成する研究」につい

て、皆様御議論されてこられたということなので、そちらのことを中心にお話しし

たいと思います。 

   ここに書いておりますけれども、私、大阪大学に所属すると同時に、ＩＳＳＣＲ

といいますが、国際幹細胞学会のEthics Committee、倫理委員会のチェアを昨年か

ら務めております。、そういったことで少しは海外の状況を見ているということで

お呼びいただいたのかと思います。とはいえ、余り網羅的という話よりは、私が今

把握していることを幾つかお話しするということになりますので、その辺は御了承

ください。 
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   それで、せっかくの機会なので、ちょっとしたオーバービューを２枚ほど入れて

きました。皆様には釈迦に説法になりますけれども、現在、様々な医学・医療の倫

理のこと、本当にたくさん考えないといけないことになっているという、その風景

を少しスライド１枚、非常にラフなものですけれども、作ったわけです。 

   大きく分けて二つのことをここには書いておりまして、一つは先端的な医科学技

術が様々な課題を生み出している。ゲノム編集技術、そして幹細胞研究、これは今

回の皆様の話題だと思いますが、また、ゲノム解析技術、遺伝学的検査、着床前診

断、出生前診断、いろいろなことを考えていかないといけない。 

   特にこのゲノム解析技術の部分は、必要と考えて利用したい人たちと、社会的影

響を考え慎重な態度を持つ人たちというのがいろいろ議論をして、なかなかきれい

に答えが出ない。けれども、やはり議論をしていかないといけないということです。

普通の言い方をすれば、どこまでその技術を使ってよいのかということです。技術

が画期的であればあるほど、良いことはたくさん起こるわけですが、同時に、余り

にもいろいろなことができるので、どこまで行うべきかということを考えないとい

けないわけです。 

   私の周りでは「ＥＬＳＩ」という言葉を最近よく使うようになっていまして、す

なわち、倫理的・法的・社会的課題をこれらの分野について考える、そして対応を

考える活動が重要になっているということです。 

   スライドの下半分の方は今日の話題から遠いので、詳細は全然踏み込むつもりは

ないのですけれども、やはり臨床医療の現場でも問題はたくさんありまして、人生

の最終段階についてどう考えるか、そして、ＩＣＴやＡＩが導入されたことについ

て様々な新しいタイプの倫理、あるいはＥＬＳＩと呼ぶべきものが生まれている。

一番下に書いた子宮移植というのも、これも、少し前から考えるとそのようなこと

まであり得るかと思うようなことまで現実化し得るということで、検討しないとい

けないような状況になっているわけです。 

   

   それで、一つスライドを飛ばして4枚目に行きますが、これは生命倫理学のゴッド

ファーザーと呼ぶべき、アラステア・キャンベル先生が書かれた教科書から拝借し

てきているんですけれども、彼のような方がこのような認識をしていると。生命倫

理学というのは、いろんな意味で精緻化して成熟はしてきている。けれども、この

ところ、もともと医療倫理のアプローチから始まったものが、この赤字の部分、現

在は次第に、広義のライフサイエンス、医療の社会的・政治的側面、あるいはグロ
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ーバル化、多文化主義の問題とか、非常に広範な領域を扱う必要が出てきていると

いうことです。問題は複雑化していて、簡単に生命倫理学、又は私の言葉で言うと

ＥＬＳＩの分野が、その問題に答えるのは簡単ではないという、そういう認識がい

ろいろな方の中にあるわけです。 

   今回の問題もそういうところに位置づけるべきかなと思っておりまして、どうす

ればよいかということですけれども、このキャンベル先生の言葉により、また、私

もそれを共有する者として述べると、五つぐらいの視点があるのではないかと。 

   一つ、事実の正確な把握ということで、やはり科学的状況は本当にしっかり把握

しないといけない。社会的な状況も含めて、正確な把握の下に議論すべきであると。 

   それから２番目は、臨床医・研究者の視点・知恵といったものも大切にしていく

べきである。 

   また、三つ目は社会科学の視点。これは法律だけではなく、例えば社会学などで

いろんな意識調査などのことも含めて、しっかりと見ていくべきであると。 

   四つ目が哲学的吟味。様々な規範的視点、いろいろあるわけなんですけれども、

これは生命倫理学がいろいろと整理をしてきているところですけれども、そういっ

たものも考えないといけない。 

   そしてまた、ルールの整備という５番目の部分というのが、これは社会科学の法

的な部分とも重なるわけなんですけれども、法律、ガイドライン、宣言、声明とい

ったものを含めて、組み合わせて問題に対応していくことが必要なんではないかと

私は思います。 

   今回の問題も、ルールを作ればよいというだけではなく、いろいろな問題を見渡

して検討するということは要るのではないかということが言いたいために、ちょっ

とこのスライドを入れたわけです。 

   すみません、スライドを戻ります。 

   今回のテーマとしては、この「幹細胞から生殖細胞を作成する研究」。これは、

専門家の中ではｉｎ ｖｉｔｒｏ ｇａｍｅｔｏｇｅｎｅｓｉｓという英語を使って、

ＩＶＧと言う。ＩＶＧ、ＩＶＧという言葉をよく使いますので、少なくともこの専

門調査会ぐらいでは、この言葉を使うこともあってもいいかなと思います。 

   非常に重要なこととして、この青字の部分で書きましたけれども、この領域は本

当に日本の研究者が世界をリードしているということ。そして、その代表としてい
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つも挙げられるのが京都大学の斎藤通紀氏と大阪大学の林克彦氏であります。お二

人は「サイエンス」のレビューを書かれるような立場にあると。 

   研究の意義としていろいろ整理もされていて、基礎研究の部分が非常に重要で、

それを基本的な目標として研究者は研究をしていると。精子や卵子の形成過程の分

子メカニズムの解明、その過程で生じる異常の原因の解明、それらが進むと生殖補

助医療技術が改善されていくことにつながる。また、動物では絶滅危惧種の保存と

いうようなことにもつながっていくということで進んできているわけです。 

   それで、皆さん御存じなわけですけれども、マウスでは多くの進展があって、ｉ

ＰＳ細胞由来で精子や卵子ができ、かつ、それを使って子供が誕生していると。ま

た、霊長類やヒトでの研究も進んでいますが、まだ精子や卵子の産生までは今は至

っていない。 

   けれども、今年の春にさらに大きなニュースがありまして、雄のマウスの細胞か

ら卵子ができたということで、それでマウスで子供が誕生しているということで、

もしかするとゲイのカップルから子供ができ得るのではないかということで、世界

中をニュースが駆け巡るということが起こりました。 

   ということで、ヒトの生殖細胞や受精卵ができる可能性がある。それから、また

将来も、もしそれがいろいろ進むと、ヒトの生殖に使っていいのかという課題など

も考えていかねばならず、そういう領域であるというわけです。 

   前にいきます。 

   では、国際的にどういう対応がなされてきたかということを、ざっとですけれど

も、３種類ぐらいの話をします。 

   まず一つは、私が関わっております国際幹細胞学会（ＩＳＳＣＲ）がガイドライ

ンを整備してきているということです。 

   このガイドライン、歴史がありまして、２００６年にＥＳ細胞のことを対象に作

られた。そして、２００８年には臨床研究について、そして、それが２０１６年に

統合されて一つのガイドラインになったんですけれども、それから５年たつのを見

据えて、２０２１年に向けて、その２年ほど前から、これは改正しようということ

で、検討がいろいろ始まりました。そして改訂版は２０２１年の５月に公表され、

その後すぐに、スライドの右にも入れているように、日本語版も関係者のご尽力で

作られて、公表されています。 

   その改訂に向けて、四つの領域が設けられて、それぞれにワーキンググループが
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作られて検討されました。一つ目はゲノム編集とミトコンドリアの核置換ですね。

それから、２番目が今回の分野で、Ｅｍｂｒｙｏｓ,ｅｍｂｒｙｏ ｍｏｄｅｌｓ ａ

ｎｄ ｇａｍｅｔｏｇｅｎｅｓｉｓ ｒｅｓｅａｒｃｈ、これが配偶子形成研究とい

うことですね。それから、３番目がオルガノイドとキメラの研究。４番目は、これ

は臨床研究に向けての対象とする部分になります。 

   今回関係しますのはこの赤の２番の部分でして、この部分について、前回の２０

１６年のガイドライン制定以降に、ヒト胚やその関連の研究、非常に進展があった

ので、審査の対象や審査プロセス、カテゴリーなどを再検討する必要があるという

認識で、特別にこのワーキンググループが作られました。ここに私も、そして、京

都大学の斎藤先生も入られていたんですけれども、１年２か月、１４か月にわたっ

てオンラインの会議を繰り返し持ち、検討を行いました。リーダーは幹細胞の研究

者であるアマンダ・クラーク氏とジャネット・ロサン氏で、研究者と倫理側の専門

家が一緒に検討したわけです。 

   最終的な案ができたときに、そのガイドラインのタスクフォース全体、先ほどの

４領域全体を見るグループ、そして理事会、そしてＩＳＳＣＲのエシックスコミッ

ティ、倫理委員会、そしてさらに外部、相当丁寧に検討して、２０２０年１２月に

ほぼ最終案が固まり、２０２１年に公表されました。 

   この右下に示したのは、その経緯についての内容を記述した論文の情報です。 

   既にここで少し話題になっているんだと思いますけれども、大きく分けると３種

類のカテゴリーで審査をしようということで、いろいろな研究がその中に位置づけ

られました。 

   一つ目は、比較的緩やかなもので、専門的な監視プロセスによる審査が不要とい

うものです。またこちらのほう、１Ｂとしているのは、委員会に報告してもいいけ

れども、審査は行う必要はない。 

   ２番目のところが、これはかなり多くの研究が入る部分で、専門的な監視プロセ

スによって審査される。 

   ３番のところが、基本的には容認されないもの。それを２種類に分けて位置づけ

ました。 

   ちょっと細かいですけれども、見ておきたいと思いますけれども、１Ａのところ

は免除される部分で、このｉｎ ｖｉｔｏｒｏで実施されるほとんどの多能性幹細胞

研究、又はほとんどのオルガノイド研究、それから、出生後の動物をホストにして、
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具体的には例えば個体として生きているマウスにヒトの幹細胞を移植するというよ

うな研究は審査なしで研究ができると。 

   次のＢのところは、幹細胞を用いた非統合胚モデルといって、これは今、タスク

フォースでしたっけ、そこで検討を始めたところですが、胚モデルの非統合型とい

うことですね。それから、キメラ胚のｉｎ ｖｉｔｏｒｏの培養、これはキメラ研究

が非常に基礎的な部分。そして、今日話題にしている赤字・下線の部分ですけれど

も、受精や胚の作成を伴わない形でｉｎ ｖｉｔｏｒｏでの配偶子を生成するという

ことは、これは審査を本格的に行う必要はないと述べています。これは日本と違う

と思うんですけれども、そういうことを国際学会は言っているということを一応情

報として共有したいと思います。 

   それで、こちらのカテゴリーの２が審査すべきものですけれども、、ｉｎ ｖｉｔ

ｏｒｏでの研究のための胚、又は胚を作るための配偶子の入手。ちょっと分かりに

くいですけれども、ざっと読ませていただきます。 

   二つ目は、ヒト胚からの細胞株の樹立。具体的にはヒトＥＳ細胞を樹立すること。 

   それから、胚又は配偶子の遺伝情報の改変。 

   そして、いわゆるヒト胚の培養による研究ですね。１４日目まで又は原始線条が

形成されるまで、そのヒト胚を用いたｉｎ ｖｉｔｏｒｏの研究。 

   そして、ここのところは、ヒト細胞を非ヒト胚に移植し、ヒト以外の動物の子宮

での妊娠に、これはキメラ実験ですね。 

   それから、この幹細胞由来の統合胚モデル。これ、胚モデルだけれども、実際の

ヒトの胚に非常によく似た形で発生し得るものという意味です。 

   そしてこれは、最後はミトコンドリア置換技術の移植ということで、これらはし

っかりとした審査の体制を整ったところで審査すべきであると言っているんですが、

一見、ここの中にいわゆるＩＶＧが入っていないように見えるんですけれども、こ

れはサマリーした表を取ってきたもので、実際に本文をしっかり見ますと、幾つか

の項目が挙げられた中の一つとして、この右側のことがはっきりと書かれているの

で、ここを皆さんに御紹介します。 

   

   「ｉｎ ｖｉｔｒｏで任意の前駆細胞タイプからヒト配偶子を生成する研究で、ヒ

トの接合体および胚を形成する受精を行うもの。」、シャーレの中で精子や卵子を
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作って受精させるものはここのカテゴリーに入るということです。 

   その配偶子というのはということで説明がありまして、「ｉｎ ｖｉｔｒｏで培養

されたヒト多能性幹細胞」、これはｉＰＳを含むわけですけれども、それから、

「卵原性幹細胞」又は「精原性幹細胞」に由来してできたもので、「遺伝情報の改

変の有無は問わない」ということですね。 

   そして、「このような配偶子から得られたヒト胚は、ｉｎ ｖｉｔｒｏでの研究か、

胚性幹細胞」の樹立をする目的に限定しなさいということで、これは臨床応用に進

んではならないということです。また審査の中で研究の必要性及び必要最小限の研

究マテリアルを使うことを確認した上で、研究を認め得る可能性があるというカテ

ゴリーに位置づけられております。 

   次の３番のカテゴリーは、容認されない研究でして、今回のガイドラインの改正

によって二つに分かれました。現時点では安全ではないというカテゴリーと、それ

から、説得力のある科学的根拠を欠くか倫理的に問題あるというカテゴリーに分か

れていまして、今回の配偶子の生殖利用、これはだから、臨床利用というところが

ここに入っているんですけれども、それから、いわゆるheritable genome editing 

と言いますが、ゲノム編集あるいはミトコンドリアＤＮＡの改変によるＤＮＡの改

変を行ったうえで、できた胚を子宮へ移植するということで、いずれも臨床利用を

目指すもので、現時点で安全でないということです。ただ、将来、もし安全になっ

た場合には、こちらの部分は認め得る可能性はあるということを暗に示唆している

わけです。実はそこにIVGによってできた配偶子の生殖利用は、入っています。 

   それから、この容認されないもの。これ、ちょっともう時間が長くなってきてい

るんで読まないですけれども、例えばクローニングや、その他キメラ胚を生殖に使

っていく、実際に移植していくというような部分に関しては、もう科学的根拠がな

い、又は倫理的に問題があるので、禁止としています。 

   ちなみに、今日のプレゼンの本題ではないのですけれども、このガイドライン改

正を準備する中で、私も所属したワーキンググループで最も議論したのは、実はこ

のＩＶＧではなくて、ヒト胚研究の１４日ルールの方だったということも述べてお

きたいです。そちらのほうの課題はガイドラインが公表後にいろんなところで議論

になって、現在も議論は続いていますけれども、果たして１４日を超えて培養して

よいのかどうか。それはカテゴリー３から外されて社会的議論を行うべきである。

そして、それが十分に尽くされた場合には１４日目を超えた研究もあり得るのでは

ないかということを、社会に議論の必要性を投げ掛けたような形のガイドラインに

なっておりました。一応ここで確認させてください。様々な形で皆様に関係すると
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思いますので。 

   以上がＩＳＳＣＲの動きでした。 

   それで、次は二つ目として、より具体的に日本で参考にできるんじゃないかと思

っているイギリスの動きを話ししたいと思います。御存じの方も多いＨＦＥＡとい

う組織に関するお話です。 

   イギリスでは、１９９０年にＨｕｍａｎ Ｆｅｒｔｉｌｉｓａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｅ

ｅｍｂｒｙｏｌｏｇｙ Ａｃｔ、ＨＦＥＡｃｔというのが定められて、生殖医療とヒ

ト胚研究の両方について法的に規制されたということはかなり知られていることで

すけれども、それがとてもいろんな役割を果たしてきました。運用に当たる組織と

して作られたのがＨＦＥＡ。いろんな訳し方があって、私は時々「ヒト受精・胚発

生認可庁」という言葉を使いますけれども、日本でもＨＦＥＡという言葉で使うん

ですが、そこがライセンス制度というのを使って、臨床医療と研究の両方について

一元的に規制を行っていると。 

   最近ではこういったものが日本でも要るんじゃないかという話をしているんです

けれども、皆様に今日お伝えしたいことは、このＨＦＥＡというのは、ですから、

研究の方も見ていますので、今日話題にしているようなＩＶＧの領域、あるいは

様々なヒト胚研究の領域について、いろいろと先を見通した議論をしてきていると

いうことが言いたいわけです。 

   それで、この右側に、ここにありますこのレポートというか、ディスカッション

ペーパーなんですが、是非これは皆さん御覧いただければと思いますけれども、２

０２２年６月に、既にかなり詳しい幹細胞分野の状況をレビューして、いろんなこ

とを記述し、それをイギリス国内での議論に資するものとして提示しております。

リンクを資料のこの部分に記載しています。 

   また、このＨＦＥＡについては、私が以前代表を務めさせていただいたヒトゲノ

ム編集に関する厚労特別別研究でもいろいろ記述しておりますので、よろしければ

御覧いただければと思います。 

   では、どういうことが議論され、かつ、このディスカッションペーパーに書かれ

ているのでしょうか。少し細かいのですが、見ていきたいと思います。 

   このペーパーには、ヒト胚研究の１４日ルールの話とか、それからエンブリオモ

デルのこととか、様々なことがいろいろ書かれているんですけれども、シャーレ内

で作成される配偶子についても、、いろいろと書いております。 
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   それで、まず、カレントシチュエーションというので、現在の状況のサマリーみ

たいなことを書かれていて、この中に、ＨＦＥＡ法ではヒト配偶子及び胚の作成、

保管、使用に関する規則をずっと定めてきたのであると。また、現時点では、ヒト

の胚と配偶子に、そのいろんな、何が禁止かということも言っていて、例えばキメ

ラ胚などは臨床に使ってはならないということも書いているわけです。 

   それで、ここはとても大事なところでして、この法律では体外由来の配偶子を治

療に使用することを禁止しています。第３のＺＡ条というらしいんですけれども、

治療に使用できる卵子又は精子は、女性の卵巣、男性の精巣によって産生されたも

の、又はそこから取り出されたものでなければならないと書いて述べております。 

   さらにもう一つ、現在の状況について、ヒト胚や幹細胞に由来する配偶子や胚の

開発に関する研究の成果、本物のヒト配偶子や胚にますます類似した細胞が生まれ

つつある。これは研究や生殖補助医療における規制やその利用に新たな問題を提起

していると。 

   それで、少なくともマウスではこういうことができているんですけれども、生殖

腺から直接誘導されると限定している配偶子及びヒト胚についての定義を再検討し

なければならなくなったのではないかと。これはヒトの生殖について非常に大きな

意味を持つ研究の進展になっていると記述しています。 

   そして、体外由来の配偶子が臨床的に利用可能になった場合、患者の皮膚細胞を

幹細胞に再プログラムし、その細胞から由来した卵や精子をその患者自身の不妊治

療に使用するような状況は十分に想定できるだろう。そうなると、生物的な親子関

係や血縁関係といった概念について、新たに検討すべき課題が出てくることになる

のではということです。 

   こうした状況を受けて、ではどうしたらいいのかということについては、幾つか

はしょって述べますが、Ｏｐｔｉｏｎ ｆｏｒ Ｃｈａｎｇｅということで、実際に

どういう対応があり得るかを、先ほども述べた様々な領域について述べてきます。

かなり具体的に書いているところが、いわゆるプラグマティズムといいますか、イ

ギリスらしいと思います。そして、このＩＶＧ領域でもいくつかのことを書いてい

るので、説明します。 

   この領域の進展というのがヒトの生殖についての理解に重大な課題を提示してい

ると。したがって、規制の変更について考える前に、広く社会における議論、パブ

リック・ディベートが必要になる可能性があるってことを、最初に述べています。 

   そして、イギリスの場合は、法律が制御しておりますので、もし規制を変更する
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とすれば、その前に十分な情報提供が行われ、議会での議論が必要となるというこ

とを述べ、そして、その一方で、これらの研究の領域は、現在は規制の枠組みの外

にあるので、そのままでよいという考えもあると。ただし、そうすると、研究者が

安心して研究ができないのではないか。また、臨床医療のことを検討しようとする

ことになった際には監督や管理が行き届かないということになると。 

   科学者の中には、規制の下に置くことで研究の発展段階に応じた規制が行われる

ようになるため、それを望む者も多いと。そうすることで、科学者が高いレベルで

保護されることになるだろう。すなわち、規制がもたらす確実性と透明性の利点と、

過剰な規制がイノベーションを阻害する可能性との間で、バランスを取る必要があ

るというふうに述べていて、要するに、議論をする必要があるということを述べて

いるんだと私は理解しております。 

   そうですね、実は、こうした海外諸国情報、例えばイギリスが早くから動いてい

るということは、私が参加している国際学会の委員会の中で、イギリスのメンバー

からリアルタイムで情報が入っておりまして、その他のいろんな世界中の動きを見

ても、最も緻密に議論しているのがこのイギリスの状況なんではないかと思います。 

   そして、このペーパー出たのは昨年なんですけれども、その後どうなっているか

ということに関しては、ちょっと今フォローできていないので、フォローせねばな

らぬと私自身も考えているということは、一応注釈として述べておきます。 

   それでは、今少し長めにＨＦＥＡの状況を御説明いたしましたが、最後にアメリ

カのアカデミーの話を、これはスライド１枚で申し上げて、そしてその後、まとめ

を述べて終わりたいと思います。少し長くなっておりますが、お付き合いいただけ

ればと思います。 

   この分野は本当に急速に発展していると感じていたら、なるほどということで私

は思ったんですけれども、アメリカのアカデミーがやはりこの問題を取り上げると

いうことを今年の始め頃から始めたようです。Ｉｎ Ｖｉｔｒｏ Ｄｅｒｉｖｅｄ Ｈ

ｕｍａｎ Ｇｅｍｅｔｅｓ ａｓ ａ Ｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｖｅ Ｔｅｃｈｏｌｏｇｙ

ということで、科学的、Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ、それから倫理と規制、Ｅｔhｉｃａ

ｌ、ａｎｄ Ｒｅｇｕｌａｔｏｒｙの領域を検討するために、グループが形成されて

活動が開始されております。 

   この会議には私自身は参加していないのですが、２０２３年の４月１９日から２

１日の３日間にワークショップをワシントンDCのアカデミー本部で開催し、日本か

らは京都大学の斎藤先生と大阪大学の林先生が招待されてプレゼンをされて、最新
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の研究の状況を報告したということです。やはり彼らを呼ばないと最新の状況が分

からないという状況にあるというふうに私は理解しています。 

   これはちょっとラフなコメントですので、そう思ってお聞きいただきたいんです

けれども、関係者にいろいろお話を聞いたり、あるいは資料を見ている限りでは、

かなりもうヒトの臨床応用が起こるかもしれない、もし起こったときにどうするか

という議論がかなり議論になったようです。研究はまだまだ、そこまですぐにいく

とは限らないという中での議論なんだと思います。 

   もう一つの話題は、多能性幹細胞を介した世代を超えた遺伝子改変、ゲノム編集

ですね。ＨＨＧＥと我々がずっと呼んでいるＨｅｒｉｔａｂｌｅ Ｈｕｍａｎ Ｇｅ

ｎｏｍｅ Ｅｄｉｔｉｎｇ、これを実はｉＰＳ細胞の段階でゲノム改変を行って、そ

こから精子・卵子を作ると、しっかりとゲノム改変を確認した後で受精をさせると

個体形成ができ得る可能性があるということで、ＩＶＧという領域とゲノム編集の

領域がここで出会うといいますか、つながるといいますか、そういったことも大事

な議論のポイントであったようです。そこも含めて科学的・倫理的規制面での検討

をしないといけないとなったと、一応私は聞いております。この点は、ヒトゲノム

編集をずっと追いかけてきた私自身も前から問題意識としては見ておかないといけ

ないなと思っている領域です。 

   最後です。今後に向けて。 

   これはかなり暫定的なコメントであるということは御理解ください。本当にダイ

ナミックに動いておりますので、私自身も自分の周りでもっと把握し検討を続けよ

うと思っているという、その現時点でのコメントです。 

   まず一つは、これ、本当に進歩が速いので、先取りして検討を進める必要がある

ことは間違いないです。しかし、、検討を行う中で、可能性としての臨床応用だけ

に注目するのではなく、基礎研究のベネフィットということもしっかりと考えない

といけない分野だと思います。この点は今日それほど深く言及できておりませんけ

れども、述べておきます。斎藤先生と林先生がこの生命倫理専門調査会でもコメン

トされていると思いますので、そこで出ていると思いますけれども、生殖細胞とい

うのは非常に不思議な細胞で、体細胞は年を取っていくにもかかわらず、生殖細胞

のみがその個体から次の世代を完全に新しく作り直すことができるという。これは

まだ科学研究の対象としてもミステリーのままだと思います、生物学としては。か

つ、もちろん可能性としての生殖補助医療としても非常に重要な基礎研究領域です。

そういった二つの意味での基礎研究の意味というのをやはり非常に理解した上で、

過剰な規制をしないように、しかし適切な規制ができるようにということを見てい



 

 

－16－ 

かないといけない。また、先取りなので、その臨床応用の可能性についても検討は

今からやっていく必要はあるとは思います。 

   その研究という話ですけれども、ヒューマン・バイオロジーという言葉を使って

よいと私は思っているんですが、人間でないとできない研究というのはやはりある

ということが、この初期胚の時点での、初期発生時点での研究だけではなく、例え

ばゲノム医療なんかでもそうだと思いますけれども、非常に重要なので、その価値

を共有ということも必要だと思います。ですから、もちろん動物でできることは動

物でやった上で、ヒトでしかできないことはヒトでやる必要があるという、その時

代にあるということはやっぱり認識したいということですね。そして、いかにそれ

を倫理的に、必要最小限の適切な範囲でやるかということを考えないといけない。 

   そしてそれから、ＩＶＧから作られる可能性のあるヒトの精子や卵子、そして仮

に受精を、それは仮にが幾つも重なるわけですけれども、許容した場合に、ヒト胚

が仮にできたときに、その取扱いや規制については、生殖補助医療のための研究の

規制の枠組みと関連させて検討する必要があると思います。その意味では、日本産

科婦人科学会が生殖補助医療領域の基礎研究と臨床応用について、いろいろ検討さ

れているような話とも関連させていく必要があるんじゃないかと思っています。 

   そして、臨床応用については、仮想的な範囲を越えませんけれども、社会の中で

検討を進め始めておくことは必要であろうと思われます。 

   そして最後に、諸外国での検討状況を把握し参考にすることは必要でして、それ

は大切ですし、ＨＦＥＡなども一つの参考情報になると思いますが、この分野の世

界の科学研究をリードしているのは日本の研究者であることを認識して、日本でこ

そ科学のそばでの検討ができる、研究のそばでの研究ができるということの認識を

持って検討することは重要で、日本から世界のモデルとなるこの領域のルール作り

や考え方を発信できるかどうかは問われているんだと思います。大げさなことです

けれども、こういうことは今まで余りなくて、重要な点ではないかと思います。 

   私からのプレゼンは以上です。御清聴ありがとうございました。 

（五十嵐会長）加藤先生、どうもありがとうございました。欧米の取組について最新の

情報を頂きました。大変分かりやすく御説明いただきまして、ありがとうございま

した。 

   それでは、委員の先生方から何か御質問等はございましたら、挙手を挙げていた

だけますでしょうか。 
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   どうぞ、渡辺先生。 

（渡辺委員）日本医師会の渡辺と申します。加藤先生、プレゼンありがとうございまし

た。 

   加藤先生が最後の、今後に向けての下から２ポツのところに示された、社会の中

で広く検討を進めておくことが必要であると思われるというコメントに関しまして、

私も全く賛成でございます。ところが、以前、日本産婦人科学会の理事長さんたち

と、国の方でそういう生命倫理を含めた倫理を議論する場を作っていただけないか

とお願いをしたことがございますけれども、厚生労働省の方にはちょっと作れない

というような言い方をされました。でも、これを民間で検討してもなかなか社会の

コンセンサスという形にならないので、やはり公的な場で議論する必要があろうか

と思うんですけれども、先生の社会の中で広く検討を進めておくことが必要という

このイメージとして、どういう方がイニシアチブを取って、どういう場で検討する

ことが望ましいかというお考えがもしございましたら、お教えいただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

（加藤参考人）ありがとうございます。 

   今回の、今日のプレゼンの中心テーマのことだけではなくて、その領域について

は関係の皆様の議論も一緒にさせていただいたり、あるいは、日本産科婦人科学会

がいろいろ御提案されている非常に活発な活動を見てきておりまして、私もあのよ

うにスライドに書きましたけれども、実際に現在の日本の中ですんなりと公的な機

関ができるようには余り思えなくて、正直なところ、さあどうしたものかなという

のが私の現在の感想のような意見です。 

   このことだけで数十分議論したいところですけれども、ひとこと短く申し上げる

と、少なくとも目の前で、日産婦は自分たちだけでやるもの、つまり対応するもの

ではないと宣言されていると私は理解しています。前理事長の木村正先生は私の同

僚でありますし。けれども、アカデミアの様々な方々、あるいは学術会議なども含

め、政府の外側の、しかし専門の立場で社会的な議論をいろいろ担っていくという

のは是非続けるべきだと私は思います。 

   それから、本日、私のプレゼンの後に藤田みさお先生が御発表になりますけれど

も、いわゆるＥＬＳＩの研究者といいますか、生命倫理学の研究者で、そういう

方々を中心に、そしてもちろんもっとほかの方もですけれども、様々な社会的議論

の場を、そうした専門家のキャパシティーでもって作っていくというのはできます

し、そういった合わせ技的な活動は、最終的にはマルチプルな声を拾い上げていく
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のに非常に役立つと思いますので、ちょっと雑な言い方になりますけれども、社会

の中で関係するステークホルダーが複数、多数、活動を広げていくと、そういう発

想と具体的活動を行うことで、結果として社会全体で議論している形になるといい

なと考えます。 

   とはいえ一方で、何かの形で公的なしっかりとした活動、それは政府のと言うこ

とか可能かどうかは分かりませんけれども、公的な、比較的全体を見渡せるような、

何らかの組織体はできる方が私はいいと思います。よくいろんな先生方がおっしゃ

るＨＦＥＡはやはり一応のモデルではないかという考えは、私個人の考えでもあり

ます。 

   取りあえずの答えになっていますでしょうか。 

（渡辺委員）いえ、ありがとうございました、先生。 

（五十嵐会長）ありがとうございます。 

   それでは、小門先生、お願いします。 

（小門委員）ありがとうございました。非常に貴重な御講演、感謝いたします。 

   私も今のところを御質問したいなと思っていて、社会における議論が重要だとい

うように思っております。 

   加藤先生のイメージを今伺って、イギリスではどういうふうに社会全体の議論を

どこがリードしているのかとか、一般の方向けの情報提供というのも非常に重要に

なってくると思うんですけれども、こういったすごく新しい発展の多い、どんどん

発展していく分野のちゃんとした情報をどういうところが提供しているのかという

のを、イギリスの状況をもし教えていただければすごく参考になるなと思いました。

よろしくお願いします。 

（加藤参考人）ありがとうございます。 

   正直申し上げて、全部網羅的に調べたことはないというのをまず申し上げて、ど

こか本格的に、この生命倫理といいますかヒト胚関連研究の倫理的課題をテーマに

する領域について、イギリスの例えば過去十数年ぐらいのパブリック・エンゲージ

メントの活動をリストアップしていくような、シンクタンクで調べるみたいな調査

を一度やったらいいんじゃないかと思っているというのが、最初にこんなこと言う

て申し訳ないんですけれども、まずそれが大前提です。とはいえ、さっきも私、Ｈ

ＦＥＡの情報が入るのは国際学会の委員会からだと申し上げたんですが、端的に申
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し上げてしまうと、ロビン・ロベルバッチさんというクリック研究所のサイエンテ

ィストがおられまして、科学の研究者なのですが本当に倫理や規制の領域でたくさ

ん仕事をしてきた人がＨＦＥＡの委員だったりするんです。そうしたサイエンティ

ストがしっかりと状況を把握しながら、かつ、チャリティーですね、いわゆる。日

本でも知られている思うんですけれども、具体的にはウェルカム・トラストという

バイオメディシンそのものを巨額のお金でサポートしてきた財団があるんですけれ

ども、そこがパブリック・エンゲージメントに対しても巨額のお金を出し、実際に

会社を動かして活動を進めていると理解しています。イギリスにはそういうことを

やる会社があってそれらが動いて活動が行われています。、しかもそうした会社が

イギリスには複数あり、今回はどこどこを使った、今回はどこどこを使ったという

のはプレゼンの中で出てくるわけなんです。そうすると、研究者が忙殺されること

なく、しかし、そのテーマは研究者がしっかり見て、それをやってもらうというの

が、ミトコンドリア置換技術のときに本格的にやられて、そして何であろうと実に

活発にやるという、そして、それを議会も、それからいろんな関係者も賛称すると

いう伝統があります。これは世界がうらやむべき状況だと思います。 

   あと、サイエンスメディアセンターとか、メディア関係もかなり強いところがい

っぱいあるので、そういった領域をどんどん情報を社会に伝えていくというのもや

っていますし、多分、雄のｉＰＳから卵子ができたという話が出たときもすごい報

道がかなり細かく多数出たというふうに理解しています。ちょっと雑な言い方にな

りますけれども、お金が動いているのです。 

   もう一つ言いたいことがあった。いわゆるファンディングボディといいまして、

ウェルカムだけじゃなくて、いろんな政府の、日本でいうとＡＭＥＤや文科省に当

たるようなところが、こういう新領域に対して、研究を進めるため、医学研究、科

学研究をやるためにお金を出すんですが、その中にエンゲージメントグループを作

ることも含んでいる。そうした役割を担う、ケンブリッジの先生、それは科学者で

すが、そうした方にバーチャルに会ったことありますけれども、現場にいるサイエ

ンティストなんだけれどもパブリック・エンゲージメントのリーダーなんだという

人が出てきたりするわけです。だから、ケンブリッジの何かそういうリプロダクテ

ィブリサーチのグループみたいのができていたりして、あるいはランカスターにま

た何かあるとか、そんな感じでアカデミアもまた比較的大きな組織を組みつつ社会

とのエンゲージメントを、またそれはそれなりに本気でやっているということです。 

   長くなってごめんなさい。 

（小門委員）いえいえ、ありがとうございます。よく分かりました。ありがとうござい
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ます。 

（五十嵐会長）ありがとうございます。 

   苛原先生、お願いします。 

（苛原参考人）加藤先生、どうもありがとうございました。お世話になっております。 

   簡単に、日本産婦人科学会の倫理委員会で長い間仕事させていただきましたので、

少しフォローさせていただきたいと思いますが、私ども、生殖医療がいわゆる重症

の不妊治療の一つの手段として行われていた時代から、もう既にそれを超えたよう

な状況になっているんだろうと思うんですね。ですので、今後、日本において、こ

ういう生殖医療だけではなくて、もっと大きな医療面を進めていく上では、先生が

御指摘になられたようなＨＦＥＡのようなものを日本に是非作っていただきたい。

これはもう数年前から希望をしており、また、働きかけているところであります。

そこには、もちろん我々のような臨床医も参加させていただきますが、研究者だけ

じゃなくて、法律、倫理、そういう様々な方が参画して、その上で、しかもかつ、

そこがある程度コントロールができる力を持つ。しかし、それは政府から独立して

いてもいいんですけれども、やはり財政的にも支援をしていただかないといけない

でしょうから、そういう組織を希望してまいりました。ですので、先生、是非、先

生も含めてこれから、渡辺先生のお話もそのとおりなんですけれども、加えて御尽

力を賜ればというふうに思っております。 

   簡単ですけれども、以上です。 

（加藤参考人）ありがとうございます。 

（五十嵐会長）ありがとうございます。 

   では、阿久津先生、お願いします。 

（阿久津参考人）加藤先生、どうも御発表ありがとうございます。大変理解力が整理で

きて、アップデートできました。ありがとうございます。 

   １点、質問といいますか、日本の現状の悩ましいところかなと思うんですけれど

も、生殖医療、特にＡＲＴに関しましては、日本はある程度自由度があって、法令、

黎明期から世界の生殖医療を引っ張る形でどんどん発展してきたというのがこれま

でだったと思います。私自身も、一時期ですけれども、そこの中でちょっと活動し

ていた時期もありまして、その発展力というか、関係者の御尽力といのは本当に理

解しております。 
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   ただ、現時点で、そのＡＲＴの技術というのが軸になって、臨床の中で、今例え

ばいろんな付加的な要素がそこに乗っかっていって、日本の中だと臨床という名の

下にスルーしていけてしまうのでは、というところがとても大きな問題なんだなと

いうふうに理解しています。その最たるものが、ＨＨＧＥが、いわゆるゲノム編集

ベビーですね。それが日本の中では、これは言葉足らずで申し訳ないんですけれど

も、可能になってしまっているという現状があるかなと思います。その中で規制を、

すごく厳しい研究倫理指針というのがいろんな議論の下にできてきたというのもあ

るんですけれども、一方では、臨床上のARTの枠組みだと可能になり得る。そこがす

ごく問題なのかなと思っています。日本では、もうこれはどうにかしなきゃいけな

いレベルに来てしまっているんじゃないかなというふうに思っておりますが、この

点はいかがでしょうか。 

（加藤参考人）ありがとうございます。 

   これは、ＨＨＧＥは、私も前の期、少し前の厚労省の委員会に入って、法律が要

るというまとめを出した。あれは国の委員会がまとめを出したけれども、まだ国が

動かないというところに関しては歯がゆい思いをしておりまして、何とかならない

かと思っているところなんですけれども、多分一番私として大事と思うのは、では、

イギリスはとても上手、うまくいくことを保証されているかというと、そこはまだ

分からないのではないかと私思っていて、先ほどのスライドの中にも一応あったわ

けなんですけれども、エンブリオモデルも、それから胚モデルも、それから多能性

幹細胞からの生殖細胞形成研究も、現状は、さっきイギリスでは規制の中に入って

いないと。実際にｉＰＳから精子・卵子ができた場合には、あの法律は人体の精巣

や卵巣から取ったものを対象にする法律だって決めているので、そこを変えないと

対象にできないわけなんですね。かつ、これは議会での議論なので簡単ではない。

イギリスの国会議員が全て日本よりはるかに科学・医学を理解しているかというと、

それはそういうことばかりではないので、かなり大変だというふうに私は理解して

いて、インフォーマルな情報としては、まず、アカデミアが考え方を作るみたいな

ことをやりたいみたいな声も聞いているぐらいで、申し上げたいことは、世界がみ

んなうまくやっているところばかりではなくて、みんないろいろ苦労している。そ

れぞれの状況の中で苦労している。 

   だから、やはり日本は今回責任を持って日本できることを前向きに考えていく必

要はあって、濃淡が濃いのもいろんな国でもありますし、逆に、ちょっと国がうま

く言えないんですけれども、逆に全部禁止になりそうな、ヒト胚研究できない国で、

じゃ、胚モデル研究もすぐにできなくなってしまうとか、その法律の解釈でできな

くなっちゃうとかいう国もあったり。ごめんなさい、ちょっと雑なコメントなんで
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すが、案外世界もややこしいということを言いたいわけなんですね。だから、私た

ちが日本の中で、自分たちが問われていると考えることもとても大事だと思います。 

   ごめんなさい、余りうまい、きれいな答えじゃないかもしれん。 

（阿久津参考人）すみません、ありがとうございます。 

   もう１点、すみません、手短に。 

   要するに、私の懸念は、生殖細胞を使用する臨床研究でエビデンス求めて進んで

いくというのがなかなか難しい点があると思います。やっぱり移植しないと分から

ないという点が本当に難しい点で、日本だとエビデンスないまま臨床にいってしま

うケースも可能性としてあるのでは、というのが一つ課題として、もうずっと悩ま

しいところだなと思っておりました。 

   もう１点の質問は、ＩＳＳＣＲの、先生、委員長として大変だと思うんですけれ

ども、各国から集まった委員が議論されているわけで、現実的に国間あるいは地域

間で温度差というんですかね、１４日ルールもそうなんですけれども、これはどう、

やっぱりある、すごく違いが相当出てくるものなんでしょうか。 

（加藤参考人）ありがとうございます。 

   単純化し切れないと思いますが、多分、国際組織、どこでもそうだと思うんです

けれども、国の状況を反映させるためであったり、各国、自分が日頃働いている国

のことだけを考えて国際的活動するわけではないと、単純化すると。だから、より

ニュートラルに、国際的に使えるルールを作ろうという意識でやっていまして、例

えばヒト胚研究だったら、全然できない国はたくさんあるわけですし、大体ニュー

トラルにって考えてやっているんですけれども、すみません、ちょっとまだ、どっ

ちかというと研究がやりやすい国のことを考えてルールが作られている傾向はある

とは思います。 

   やりにくい国は、国際的にはこうルールが定められているのを見た上で、では、

自分の国はどうするかというのを議論する。そのマテリアルになるといいなと思っ

て私は国際委員会の活動をしています。、だから、その際には確かに、じゃあこっ

ちの国はどうですか、あっちの国はどうですかというのも結構モニターをして、で

は、国際的なところは最低限これを守るものとして提示しようってことになってい

るので、ですから、さっきのカテゴリー１、２、３なんていうのも、比較的緩く見

えると思うんですが、あれはどっちかいうとミニマムにあれを守りなさいというこ

とを言っていて、もっと国の事情によって丁寧に審査をしたりすることをけしから
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んと言っているわけではないんですね。 

（阿久津参考人）ありがとうございました。以上です。 

（五十嵐会長）それでは、神里先生、お願いします。 

（神里委員）よろしいですか。神里です。 

   加藤先生、最新の情報、どうもありがとうございました。 

   １点、ＩＳＳＣＲのガイドラインについてお伺いしたいんですけれども、今回の

幹細胞からの生殖細胞作成に関して、それを生殖利用するという話は３Ａに入って

いるようなんですが、この場合、現時点での安全性が確保できないというのが理由

になっていると思います。しかし、先ほどのＨＦＥＡの議論にもあったように、安

全性だけクリアすればオッケーという話でもないと思うんですね。ＩＳＳＣＲでも

そのように考えているんではないかと思うんですが、何か議論というのはありまし

たでしょうか。 

（加藤参考人）ありがとうございます。 

   私の解釈は、あれは、まず、そこが保証されていないから何であっても許容でき

ないという、そういうことなので、実際に安全性確保されたときに社会的議論が要

らないとは書いていないんで、基本的には全て、安全性の状況を見て社会的議論を

やってという当然の様々な先端的医科学技術の進め方、ガバナンスの形成の仕方と

いうことが前提となって、あの言葉遣いがあそこに書かれているだけだと私は見て

います。 

   ただ、記述しないと、では、その解釈、それは何が必要なのかということは述べ

ないとなかなか、社会的議論がどのように必要かを書いていないからやらなくてい

いと思ったという解釈をするいい加減な研究者が出てきたり、あるいは臨床家が出

てきたりするという危険性があるのは確かです。、１４日目ルールのちょっとサイ

ドラインに出て、今日お見せした、今回最も検討に時間を使った１４日ルールをど

う考えるのかという話は、社会の中の広いエンゲージメントが要るとガイドライン

に書いたのですが、じゃあ、どんなエンゲージメントが要るかを書かなかったんで

すね。それは振り返るとよくなかったというのがこのタスクフォースの認識なんで

すよ。ちょこっとやったらいいだろうと思っている研究者が世界に実際いるみたい

で、この情報、共有していいと思うんですけれども、だから確かに、いろんなこう

いうガイダンスを出す場合には、社会的な面、倫理的な面が、どういうことが本当

に必要なのかは、できる限り言葉にしておくということも要るだろうなと思います。 
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   ただ、あのガイドライン自体はまず膨大なものですし、あの部分に関してはあれ

で今間違っているとは思っていないんですけれども、おっしゃる懸念、指摘の部分

はちゃんと受け止めて、さらに広げて具体的に議論していくべき領域だと思います。

ありがとうございます。 

（神里委員）ありがとうございました。 

（五十嵐会長）それでは、そろそろ時間ですので、最後に米村先生、お願いします。 

（米村委員）米村でございます。ちょっと本日、接続の悪いところにおりまして、いろ

いろノイズが入ったり御迷惑をお掛けするかもしれません。御容赦ください。手短

に１点だけ質問させていただきたいと思います。 

   今日のお話はイギリスがメインでしたので、もしかするとそれほどの影響はない

のかもしれませんが、特にヨーロッパの大陸系の諸国ですと、キリスト教の影響が

かなり強く、胚細胞研究に対して非常にネガティブなベースがもともとあるように

思います。 

   これに対し、日本では議論のベースがどこにあるのかがよく分からない状況で今

まで数十年来てしまったのではないかというのが私のここ数年来の懸念です。やは

りそもそも論として、日本ではどういう考え方でこの領域の規制を行っていくのか

という、その原則論のところが全然議論されていないように思います。そこをどう

にかカバーしていくべきなのではないかという気がしているんですけれども、その

辺り、ヨーロッパや諸外国の議論を御覧になった先生の御感触等がございましたら、

お聞かせいただければと思います。 

（加藤参考人）ありがとうございます。 

   そうですね、難しい。多能性幹細胞というものを手にした人類というのは、新し

い領域を開拓する科学のツールを手にしてしまったわけですよね。それで、いろい

ろ議論になり得る領域以外では十分に、例えば心筋シートとか、核膜とか、網膜と

か、そういう領域では研究ができるようになっていると。あと、まだ基礎研究とし

てもいろいろなことが分かるようになってきている。 

   ヒト胚の発生や精子・卵子の形成といった、その領域なんかも研究としてはいろ

いろやれることが増えてきていて、それがまた社会的な臨床面でのベネフィットも

もたらされる可能性があって、ちょっと雑なコメントなんですけれども、一番大き

なヒト胚は使ってはならないという原則論だけではなくて、人体由来のヒト胚を使

わなくても、シャーレの中でいろんな発生研究ができ得るんじゃないかという認識
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で、この科学部分をサポートしようという考えは大陸部分にもあるというふうに私

は一応見ています。ちょっと雑なコメントなんですけれども。 

   ところが、それがすごく、本当の人体由来のヒト胚や精子・卵子に近づいてくる、

あるいは胚モデルが本当に胚にすごく似てきたときにどう考えるかということは、

その際にはたしかにより難しい議論になると思います。 

   取りあえずのお答えです。もっと見ていかないといけないです、大陸側は。 

（五十嵐会長）よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

   本日は大変貴重な御講演を頂きまして、私どもは大変勉強になりました。本当に

ありがとうございました。それから、御質問にもお答えいただきまして、感謝申し

上げたいと思います。 

   加藤先生、どうもありがとうございました。 

   引き続きまして、議題の２に移りたいと思います。 

   藤田みさお先生から御発表いただきたいと思います。資料２を御覧いただきたい

と思います。 

   藤田先生、よろしくお願いします。 

（藤田委員）聞こえておりますでしょうか。 

（五十嵐会長）どうぞ、お願いします。 

（廣田参事官）はい、聞こえております。 

（藤田委員）スライドは見えておりますでしょうか。 

（廣田参事官）はい、大丈夫です。 

（藤田委員）ありがとうございます。 

   本日は、このような機会を頂きまして、ありがとうございます。私からは、「ヒ

ト生殖細胞作製研究に関する一般市民を対象にした意識調査」ということで、一昨

年ですか、我々の研究チームで出版しました２本の論文を中心に、御紹介させてい

ただきたいと思っております。 

   この調査ですが、ｉＰＳ細胞を用いた生殖細胞の作製や利用が一般市民にどの程

度受け入れられているのかということを明らかにする目的で行いました。 
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   対象は、調査会社のモニター約３，０００名です。２０１７年の５月に実施しま

して、性別、年齢は日本の人口構成比に基づき割り付けをしております。また、未

成年及び医薬品製造・小売・医療に関わる者というのは除外して、できるだけ代表

性の高い、一般市民に近い方に聞いてみようというサンプリングを行いました。な

ので、その回答者の特徴としましては、３割以上が６０歳以上になります。また、

大学卒業以上の教育歴をお持ちの方が４割で、これは、こうした日本人対象の調査

を行いますと往々にして見られる傾向ではありますが、信仰を持たない人が８割強

といった、こういった特徴のあるサンプルであります。 

   以下、結果の一部を御紹介していきたいと思いますが、まず、その一般の方に生

殖細胞作製研究について態度を聞くといいましても、多くの方はこれについて知ら

ないですとか、考えたこともないという方がほとんどでありますので、回答者の方

には、まず実際の質問紙に入る前に、このような簡単な説明と図というのをお示し

して、これについて読んだ上で、どの程度理解しましたかとか、そういったことを

お聞きした上で実際の質問紙に入るという、そういう質問紙の構成にしております。 

   そういった簡単な生殖細胞作製研究についての説明をした上で、最初にまず、ｉ

ＰＳ細胞を用いて生殖細胞を作る研究に関して、どのようなことを期待しますかと

質問を行いました。具体的な内容について順に読みますと、生まれつきの病気の原

因解明、生まれつきの病気の治療法・薬の開発、不妊の治療法・薬の開発、不妊の

原因解明、人の発生や遺伝メカニズムの解明、遺伝性疾患の減少、遺伝的つながり

のある子供が持てる、生殖目的の精子・卵子の入手が可能になる、生殖目的の受精

卵の入手が可能になる、研究目的の受精卵、研究目的の精子・卵子の入手が容易に

なる、デザイナー・ベビーという、こういった項目を列挙いたしました。 

   これらの項目というのは、内閣府の生倫調が２０１５年に出しました「ヒトの幹

細胞から作成される生殖細胞を用いるヒト胚の作成について」の中間まとめの報告

書、及び国内外の生命倫理の関連文献より抽出した項目であります。このときの報

告書というのは、ヒト生殖細胞の作製は認めているけれども、それを受精させるこ

とは指針上禁じられている。これを緩和していいのかどうかという議論を行って、

結局のところ緩和を見送ったというときの議論の報告書であります。 

   回答者というのは、これらの質問に答えていくことで、この研究にはこうしたこ

とが期待できるんだなということを知ることができたり考えることができる。そう

いう質問紙の構成にいたしました。 

   こちらが結果になります。結果は御覧のとおりでして、ざっくりと申し上げます

と、一般の方というのは生殖医療への技術利用よりも基礎研究の発展に対する期待
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が高いという、比較的冷静な反応というのが見られたのかなと思います。それから、

先ほどよりＨＨＧＥという話が出ておりますが、遺伝子を操作して親の好みの子供

を作るといったデザイナー・ベビーについては非常に低い期待度であった。そうい

う結果です。 

   同様に、私たちは、こういった研究に関してどのようなことを懸念しますかとい

うことも聞いております。上から読みますと、生まれた子へのリスク、デザイナ

ー・ベビー、精子・卵子の道具化、手段としてのみ用いられるようになってしまう

ということ、受精卵の道具化、次世代へのリスク、遺伝的多様性が失われる、生殖

医療の商業化、不自然である、生まれた子のアイデンティティが混乱する、限られ

た人、例えば裕福な人だけが使える技術になってしまう、受精卵を破壊してしまう、

社会制度の未整備による混乱、誰が親なのかとかそういった制度が未整備で混乱す

る、従来の価値観が失われる、人間の尊厳が失われる、誰でも子供を持つべきでは

ないかというプレッシャーが生じる、そもそも神の領域である。 

   こういったことを、また、これらも先ほどの項目と同じく生倫調の報告書と生命

倫理学の文献を基に抽出して尋ねたところ、回答者というのは主に子孫へのリスク

ですとか技術の濫用、そういったことを懸念しているという回答が得られました。 

   このようにして生殖細胞作製研究に伴う期待と懸念、両方についてお聞きして考

えていただいた後で、回答者には改めて次のような質問を行いました。「「あなた

ご自身の個人的な気持ち」として、どの段階の研究まで受けれられますか」という

質問です。ですから、この技術に伴う期待できることと懸念されること、これらが

葛藤して倫理的課題が生じているわけですが、これらの両方を検討してから本題の

質問に入るような質問紙のデザインにしております。 

   その上で回答者の方は、この四つの選択肢から一つ選んでもらうようお願いをし

ました。そもそも研究自体全く認められない。精子・卵子の作製までは認められる。

それらを受精させるところまで認められる。受精させた受精卵を使って出産に至る

ところまでを認められる。この四つの選択肢を提供しました。 

   この点も質問紙をデザインするときに非常に工夫した点であります。先行研究で

よく見られた質問紙調査というのは、この精子・卵子を作ってもいいですかとか、

人工的に子供を作ってもいいですかという、このピンポイントで聞くものが幾つか

ございました。ただ、私たちがこういった研究について考える際、やはり素朴に、

どこまでやっていいんだろうか、どこまで認めてよくて、どこからはやっては駄目

なのかっていう、そういった疑問を抱くわけです。ですから、そのどこまでという

素朴な疑問に対する回答が得られるように、こういった質問紙のデザインにしてお
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ります。ですから、精子・卵子を作ることは反対だけれども受精卵は作っていいと

か、受精卵作ることには反対だけれども個体は作っていいとか、そういった選択肢

はないという、そういった質問紙であります。是非、この四つの中からどれを選ぶ

だろうということを、委員の先生方にもお考えいただければというふうに思います。 

   次のスライドが結果になります。非常にきれいに４分の１ずつ分かれました。全

く認められないという方が約２割、生殖細胞の作製まで認めていいという方が約４

分の１強、それらを受精させていいという方が４分の１、受精させた胚を使って出

産まで行っていいのではという方が４分の１です。 

   ただ、この解釈が非常に難しいなというのは、先ほど申し上げましたように、出

産まで認めている人というのは受精卵・受精胚の作製までも認めているというふう

に言えるわけですので、要は、新規胚の作製について意見が真っ二つに分かれてい

るという、そういう結果になっております。これから生倫調で行おうとしているの

は幹細胞から作製した生殖細胞から新規胚を作る、それら受精させることを認めて

よいのかどうか、そういう議論ではないかというふうに理解しているわけですが、

この結果からいいますと、どちらに転ぶか、現状では一概に言えないなという、そ

ういった結果になっております。なので、現行指針で認められている配偶子の作製

まではやってもいいという人、現行の指針で認められていない人工配偶子を使用し

た受精胚の作製を認めてもいいんじゃないかという人が二分している結果なわけで

すが、じゃあ、この人工配偶子を用いて受精卵を作ってはいけないんじゃないか、

認められないんじゃないかという人たちは、どういう特性を持つ人なのかというこ

とを、この後のスライドで分析をお示ししたいと思います。 

   これ以降の分析というのは、一部は論文にはしておりませんで、今回の発表のた

めに我々の共同研究者であります静岡社会健康医学大学院大学の八田太一先生にお

願いして特別に解析をしてもらっております。 

   まず、人工的に作製した生殖細胞を用いた受精胚の作製を認めない集団の特性を

属性という観点から分析しました。そうしたところ、受精胚作製を認めない回答者

というのは、これを認める回答者に比べて、女性であったり、年齢層が高かったり、

ｉＰＳ細胞への関心が低かったり、説明に対する理解度、先ほど冒頭でお示ししま

した当該研究に関する説明に対する理解度が低いという、そういった傾向がありま

した。 

   ただ、こういった傾向というのは、この人工配偶子作製研究に限らず、先端科学

技術の受容度・許容度について一般市民を対象にした質問紙調査を行うと、必ず観

察されるような一般的な傾向であります。要するに、女性で年齢層が高く知識や関
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心の低い人ほど先端科学技術に対して保守的な態度を示すというのは、この技術の

内容はどうであれ、先端科学研究に対する態度として一般的に見られる傾向であり、

その同様の傾向が今回の調査でも見られたという、そういう結果になります。 

   次に、同じ集団の特性を、こういった人たちが人工配偶子作製研究の何に期待し

ているのかという観点から分析したのがこのスライドになります。その結果、受精

胚作製を認めない回答者というのは、これを認める回答者に比べて、遺伝的つなが

りのある子供を持つことですとか、遺伝性疾患を社会から減らすということですと

か、デザイナー・ベビーを生むことへの期待が小さい傾向にあるという結果が出ら

れました。ちょっと分かりにくいかもしれませんが、要は、受精胚の作製を認めな

い回答者にとっては、こういった臨床応用はとんでもない、論外というふうに考え

ていることを示唆しているデータではないかなというふうに思っております。 

   このデータを見たときに私自身が非常に興味深いと思った点ですが、受精胚を作

製したからといって直ちにそのこと自体が生殖利用につながるわけではありません

し、受精胚を作製するそのこと自体に研究の意義が、基礎研究としての意義がある。

にもかかわらず、こうした臨床応用への期待の有無というのが受精胚の新規作製を

認めるかどうかの判断に影響している、利いているということがデータから言える

ということであります。 

   同様の傾向は、こういった人たちが当該研究の何に懸念しているのかという観点

から分析した結果からも観察されました。受精胚作製を認めない回答者は、これを

認める回答者に比べて、当該技術が不自然であるとか、人間の尊厳を損なうですと

か、受精胚を破壊するですとか、子供を持つことへの社会のプレッシャーが増える

んじゃないかという懸念が大きく、同時に、生まれたお子さんに対するリスクへの

懸念が小さいという傾向があったという結果が出ました。ですから、こういった受

精卵の作製を認めたくないという方というのは、先端科学技術への抵抗感、受精胚

の作製、こういった不自然とか人間の尊厳といったような、そもそも先端科学技術

への抵抗感がおありだったり、受精胚を壊すことへの抵抗がある方だったりするわ

けですが、そのことに加えて、子供を持つことへのプレッシャーが社会で生じるか

らよくないんではないかとか、恐らく生まれたお子さんへのリスクを考えること自

体そもそも論外で、とんでもないということを考えているという方ではないかとい

うことが示唆されるデータになっております。ですから、ここでも、臨床応用に伴

う懸念の有無というのが受精胚の作製を認めるかどうかの判断に既に影響している

ということが言えるのではないかというふうに考えております。 

   このデータも今回の発表のために用意したデータでありまして、論文としては出
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版しておりません。 

   一番上の棒グラフは先ほどお示ししたものと同じ棒グラフです。この集団を二つ

の集団に分けたものが下の二つのグラフになります。一つは不妊治療の経験者の中

でもより当事者性が高いと思われる４９歳以下の回答者１３９名と、それ以外の回

答者の結果です。ですから、過去数年間に不妊治療を受けたであろうという方々の

方が、人工的に作製した生殖細胞を使った新規胚の作製や臨床応用に対する許容度

がこのように高いという結果が出ております。 

   ただ、この結果は、検定をしましたところ、統計的にこの二つの集団の間に有意

な差は見られなかったということですので、同様の調査を繰り返し行った場合、必

ず毎回見られるような傾向とまでは言えないという、そういう結果ではあります。 

   これとは別に、こちらのデータというのは論文として公表してたデータではあり

ますが、「あなた自身はヒトｉＰＳ細胞から作り出した精子・卵子を利用して子供

を産みたいと思いますか？」というふうに聞いております。先ほどの質問との違い

というのは、先ほどは一般論として、あなたは受け入れられますかと聞いていたの

に比べて、今回のこの質問というのは、じゃあ実際、もしあなただったら、これ使

ってみたいですか、使ってお子さんを持ちたいですかという一歩踏み込んだ質問に

なっている、そういった違いがあります。 

   この一番上の棒グラフというのは全体の傾向をお示ししたものです。ですから、

先ほど、子供を作っていいんじゃないかと回答した方は４分の１いらっしゃったわ

けですが、実際、あなた使いたいですかというふうにお聞きしたところ、利用した

いと答えた方は１５％と、がくっと下がるという、そういう結果が出ております。 

   これは、不妊治療の当事者を除く集団でもやはり同じような、１５％使いたいと

言っている人がいる。同じような傾向が見られております。 

   ただ一方で、これを不妊治療経験者で、より当事者性の高い方に絞ってお聞きし

たところ、約４割以上の方が利用したいという回答をしているという結果が得られ

たわけです。今回のこちらの結果につきましては、不妊治療の当事者以外と比べた

ときに、統計的に有意に差があるという結果が出まして、こちらは、不妊治療経験

者、当事者性の高い方に同じような質問を今後何回かしても、同じような結果が見

られる可能性が非常に高いという、そういう結果になっております。 

   このデータを先ほどのスライドと比べてみますと、非常に興味深い点が言えるん

ではないかなというふうに思っておりまして、一般論として、あなたは受け入れら

れますかというふうに聞いた場合に、不妊治療を経験していない人たちの約４分の
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１というのは、挙児、お子さんを持つことを受け入れられると答えているけれども、

実際、あなたが使いたいですかと言われると、そのパーセントが落ちる。逆に、不

妊治療の経験者の中でも当事者性の高い集団というのは、こちらのお子さんを持ち

たいですか、持つことを受け入れられますかと聞くと、３割以上の方が受け入れら

れると答えている一方で、それより多い割合の方、約４割の方が実際この技術を使

ってみたいということを回答しているという結果になっているわけです。要するに、

不妊治療の経験がない方の中には、当該技術を使って子供を持つことについて、一

般論としては受け入れられるけれども、いざ自分が使いますかというふうに聞かれ

ると、いや、そこまではしたくないという方が一定数おられるという、そういう結

果であって、一方で、不妊治療の経験者の中には、一般論としてはそこまではちょ

っと受け入れられない気がしながらも、葛藤がありながらも、自分の身に置き換え

て考えてみると、そうは言っていられない。葛藤はあっても手段は選ばず、こうい

った技術使えるんだったら使って、お子さんを持つことに挑戦してみたいと考える

方が一定数おられるという、そういったデータになっているのかなというふうに考

えました。 

   最後に、我々の研究チームでは、このような質問も行っております。科学的に重

要な意義を持つ研究のためなら、次の研究に賛成しますかというふうに聞いており

まして、不妊治療のために作られ、その後使われなくなった受精卵、いわゆる余剰

胚を利用して研究に利用すること、あと、成人から採取した精子と卵子から研究の

ために受精卵を作り研究に利用すること、ヒトｉＰＳ細胞由来の精子・卵子から研

究のために受精卵を作り研究に利用すること、成人から採取した本物の精子とヒト

ｉＰＳ細胞由来の卵子から研究のために受精卵を作って研究に利用すること、ヒト

ｉＰＳ細胞由来の精子と成人から採取した卵子から研究のために受精卵を作って研

究に利用すること、これを並べてお聞きした結果、不妊治療で使われなくなった、

いわゆる余剰胚を研究に使うことよりも、研究の目的のためだけにヒト胚を作って、

これを利用することについては抵抗がある、この「全く賛成しない」、「賛成しな

い」という方を赤いバーで示しておりますので、ここに若干の差を一般の方々は認

めているという、そういうデータかと思います。 

   ただ一方で、新規胚というグループで並べてみた場合に、一般の方にとっては新

規胚の作製を行う研究というのは、それが本物の配偶子を受精させる研究であろう

と、人工的に作った配偶子を受精させる研究であろうと、そこまで大きな違いを認

めていない。この点は、今現行の日本の指針ですと、前者は認めているけれども、

後者は認めておりませんので、非常に興味深い結果が得られたのではないかなとい

うふうに思っております。 
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   最後のスライドです。 

   ただし、本調査における受容度、特にスライド９枚目の四つの選択肢をお示しし

た、あの受容度につきましては、我々の調査研究では、実際の現実場面より高い受

容度・許容度が示された可能性というのを申し添えておきたいと思います。 

   というのも、質問を行う前に研究プロセスを図示して、研究の目的や意義という

ものをきちんと説明しております。ですから、それを理解した上で、じゃあといっ

て認めている方がおられるので、実際にそうした説明を聞かずに、あなた、どう思

いますかということを、街頭インタビューなどでいきなり世間一般の方に聞いてい

くと、受容度・許容度というのはこれよりも下がるという可能性があります。 

   また、特にその四つの選択肢を示した質問項目については、研究のデザイン上、

「分からない」という選択肢を設けておりません。これ、「分からない」という選

択肢を設けると、もちろんこういった問題について考えたことがない、難しいと思

われる方が非常に多く、「分からない」の選択肢を選ぶ方が多くなるだろうという

ことが推察されるので、そうすると、認めると答えた方の数も相対的に下がるとい

うことが予想できますので、我々の調査結果というのは実際よりも高い許容度が出

ているということを気を付けて解釈していただければと思います。 

   ただ、そのデータだけを見ますと、人工生殖細胞・配偶子の受精に対する一般市

民の賛否というのは二分しているという結果が出ております。ですから、これを規

制緩和するという場合には、特に基礎研究として受精胚作製の目的ですとか意義に

ついて、どのようなものがあるのかということを慎重に情報発信していくというこ

とが重要になってくるだろうと思います。 

   また、その当該技術の受容度には臨床応用への期待だけではなく懸念も影響して

おりました。ですから、現実的でない期待ですとか懸念を回避する意味でも、もち

ろん当該技術が臨床応用に先々使われることになったときの倫理的課題というのを

今時点から検討することは、先ほどのお話でもありましたように、重要なことでは

あると思いますけれども、同時に、当該技術が受精卵を作ったからといって直ちに

生殖には結び付かないということを、明確に発信していくということが必要になっ

てこようかと思います。 

   先日、先ほどの加藤先生のお話でもありましたように、大阪大学の林克彦先生が、

雄のマウスから作った卵子と本物の精子を受精させて出産に至ったという、そうい

った研究を公表なさったとき、私も立場上、国内外のメディアから倫理的側面につ

いて取材を受けることが少なくありませんでした。そのときにまず聞かれたことは
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やはり、性的マイノリティの方がお子さんを持つことができるのではないか、この

ことについてどう思われますかということをまず聞かれまして、非常にそのことへ

の臨床応用への関心が高いということを感じました。ただ、その際には必ず、恐ら

くそのこと自体を目的にした研究ではないと思いますということと、確かにそうい

った臨床応用への門戸を開く可能性のある研究ではありますが、社会実装の前には

同性婚の問題ですとか制度の問題ですとか、解決すべき課題というのはたくさんあ

りますよということをお話ししております。 

   ですから、この受精卵の作製によって、直ちにゲノム編集を行ったｉＰＳ細胞か

ら作った生殖細胞を使ってデザイナー・ベビーを作るですとか、直ちに生殖に至る

ことはないということ、あと、基礎研究と臨床応用、この二つを切り分けて情報発

信していくことがこれからの規制緩和を考えていく上では必要になってくるだろう

ことを申し上げて、私からの発表を終えたいと思います。 

   御清聴ありがとうございました。 

（五十嵐会長）藤田先生、どうもありがとうございました。大変示唆に富む方向性を示

していただいたと思います。 

   では、御質問等ございましたら、お願いいたします。 

   渡辺先生、では、お願いします。 

（渡辺委員）藤田先生、非常に興味深いデータをお示しいただき、ありがとうございま

す。日本医師会の渡辺と申します。 

   僕は報告書全文を読んでいないので、この先生の御発表しか分からないので、こ

のような質問をさせていただくんですが、このモニターの３，０９６名の選別方法

に興味があります。例えばモニターの会社に登録された方に、この定数が満たせる

まで、この２日間で募集を掛けたのかどうかとか。よくやる手法ですが、予定する

実数が満たされるまでずっと募集を掛け続けるという場合は、回答率というのが分

からなくなりますけれども、母数が決まっていて、メールとかそういう形で回答し

た場合は回答率が出てくると思うんです。先生がお示しになられたように、性別と

年齢によって多少考えが違う方がおられたということに関して、どのような形でこ

の母数というか対象者を決められたか、そのモニターの３，０９６名を選択された

方法論について、教えていただければと思って、質問させていただきました。 

（藤田委員）ありがとうございます。 

   おっしゃるとおりで、モニター会社にサンプルをお願いしておりまして、モニタ
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ー会社からモニターの方に、こういう質問紙への協力をお願いしますということが、

連絡が行って、そこで御覧になって関心を持たれた方がそのサイトに行って、質問

紙への回答に同意しますってクリックした方がサイトの中に入る。 

   ただ、その調査会社の方にお願いしているのは、人口動態に年齢と性別、大体同

じになるようにということで、それぞれのセルというか、それぞれの、女性で何歳

代、男性で何歳代という、それがいっぱいになったところでそこのモニターは切ら

れます。セルの全部が人口動態、性別と年齢の割合を大体満たした段階で切るって

いう、そういったことになっております。中身を見ましたけれども、都道府県から

も漏れなくサンプルは集まっておりまして、その人口の割合というのも大体そのと

おりになっております。 

   ですから、サンプルとしましては、インターネットユーザーであり、こういった

問題にじゃあ答えてみようという知的好奇心の高い方というのがもちろん入ってき

ますので、そうした場合、関心がそもそも高い方が入っているということで、ちょ

っと許容度は高くなっている可能性はあるかと思います。インターネットユーザー

であるということで、人口動態に合わせたら、比較的年齢層が高い方でインターネ

ットユーザーというと、大体教育歴が長いですとか、収入が多いですとか、そうい

った方が入った場合に、こういった科学技術に関する調査をしたときに、リベラル

な方向に振れることは実際にはあります。 

   ただ、最近の総務省の調査で、７０代の７割はインターネットユーザーである、

どういったユーザーかという問題はありますが、そういった結果も出ておりますの

で、そこまで大きな偏りがある結果ではないのではないか。基本、こういった調査

でよく使われている方法ではありますので、幾つかのサンプルの偏りはあるとして

も、それほど大きいものではなく、妥当な範囲であろうと考えております。 

（渡辺委員）ありがとうございました。 

（五十嵐会長）それでは、三浦先生、お願いします。 

（三浦委員）三浦です。お願いします。聞こえますでしょうか。 

（五十嵐会長）はい。 

（三浦委員）大変貴重な御発表、ありがとうございました。 

   ４分の１の方が子供を持つところ、誕生させるところまで認めているというのは

ちょっと驚きの結果ではありましたが、１点気になったのは、大変難しい問題なの

で事前に情報を、説明をしてからの調査ということなんですが、この説明の中で、
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こういうことができるようになるかもしれませんという、割と利点の方が並んでい

て、一番最後に社会的・法的・倫理的課題、懸念もありますと述べられていたので、

その一文だけだとちょっと、その懸念というか、どういう問題があるのかってなか

なか具体的にイメージしにくいのかなと思いまして、これ、調査が進むと、こうい

う懸念があるというのがいろいろ具体的に分かりましたけれども、この辺の影響と

か、いかがお考えでしょうか。 

（藤田委員）そうですね、最初に研究の意義と目的ということをやはりきちんと、科学

的な意義と目的を書いた上でお聞きしようというふうに思っておりまして、それを

書くと、結果として利点を書くということになってしまったということかと思いま

す。 

   ただ、そういった利点はあるけれども懸念もありますよということで、割と懸念

の方が項目が多くて、しっかり聞けてはいるので、そこでカバーアップしたことに

なっているといいなということは思っております。 

   質問紙調査というのは、何でも聞き方、どのようなフレームで聞くかによって大

きく影響すると思いますので、利点を強調したつもりはないんですけれども、もち

ろん違う聞き方をしたら受容度は下がるっていう、その可能性はあると思っていま

す。 

（三浦委員）例えば聞く順序として、詳細に書かれた懸念のところまでたどり着いた後

で、その前の回答を修正することとかってできるんですか。それとも、順番にずっ

と上から進んでいく。 

（藤田委員）順番に、期待を聞いて、懸念を聞いて、それからどうしますかということ

を聞いております。これも難しくて、懸念から聞いた場合に、こんな懸念があるん

だと思いながら懸念を考えて、でも、利点があるっていうことを答えた後で聞くと

いうのと、懸念について考えた後で聞くというのと、また回答の傾向というのは変

わってくる可能性もあるので、そこは調査する者として判断して、その並べ方にし

たということでありました。 

（三浦委員）ありがとうございました。 

（五十嵐会長）ほかはよろしいでしょうか。 

   それでは、貴重な御発表、どうもありがとうございました。大変参考になるデー

タだったと思います。藤田先生、どうもありがとうございました。 

   それでは、議題の３に移ります。事務局、よろしくお願いします。 
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（廣田参事官）事務局でございます。 

   先生方、ありがとうございました。 

   まず、私どもの方から、先般、先生方にお諮りをさせて御了承いただきました作

業部会について御報告をさせていただきたいと思います。 

   今月８月でございますが、８月９日水曜日に第１回の作業部会を開催させていた

だきまして、そちらには、座長をお願いしました阿久津先生を始め、構成員の１０

名の方、あとオブザーバーとして１名の方の、全員の御出席を頂きました。大変お

忙しい中、ありがとうございます。 

   事務局から、今回の作業部会の御説明の後、座長の阿久津先生から当該分野の最

新の研究の状況や本日も御発表いただきました加藤先生から国際幹細胞学会等のこ

の関係の最新の状況等について御説明いただき、それに基づき構成員の皆様方に、

御活発に質疑応答、議論が行われました。現在、議論の内容について取りまとめ中

でございますので、それが取りまとめ次第、また御報告をさせていただきたいと思

います。 

   もう１点、これは先生方へのお願いでございますが、この議題についてはいろい

ろとこれまでヒアリングや御講演、先生方の御議論を頂いておりますが、この点に

ついて先生方からの御意見をアンケートを今正に藤田先生にアンケートの御説明を

いただいたところでございますけれども、お伺いする方法として、アンケートを事

務局の方で今考えております。方法や内容等につきましては、また検討してお諮り

をさせていただきたいと思いますが、まず、そのようなことを事務局が考えている

ということについて御連絡をさせていただきます。 

   最後になりますが、次回の日程でございます。既に先生方から御日程頂いており

まして、１０月１８日の午後１時からを予定しております。 

   事務局からの連絡は以上になります。 

（五十嵐会長）どうもありがとうございました。 

   全体通して何か、委員の先生方、ございますか。 

   よろしいですか。 

   それでは、第１４０回の生命倫理専門調査会をこれで終了したいと思います。御

協力、どうもありがとうございました。 


